
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
五
十
六
条

第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
（
同

法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同

法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）及
び
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
（
同
法

第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
同

法
附
則
第
二
十
一
条
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第

五
十
八
条
第
二
項
、
商
標
法
第
六
十
二
条
第
二
項

（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
五
十
八
条
第
三
項

並
び
に
商
標
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
（
同
法
附

則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て

第
百
二
十
条
の
八
第
一
項
（
同
法
第
百
七
十
四
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
同

法
第
百
三
十
四
条
の
二
第
九
項
並
び
に
同
法
第
百

七
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法

第
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
十
五

第
一
項
（
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）及
び
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
六
十
八
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
、

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
同
法
第
六
十
二
条
第

一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）及
び
同
法
附
則
第
二
十
一
条
（
同
法
附
則
第

二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
準
用
す

る
意
匠
法
第
五
十
八
条
第
二
項
、
商
標
法
第
六
十

二
条
第
二
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
五
十

準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
三
条
第
三
項
（
商
標

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許

法
第
七
十
一
条
第
三
項
並
び
に
商
標
法
第
六
十
一

条
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
附
則
第
二
十
条
（
同

法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
七
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

と
、「
同
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第

七
十
一
条
第
三
項
、
同
法
第
百
二
十
条
の
八
第
一

項
（
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
百
七
十
四
条
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
五
十
六
条

第
一
項
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
同
法
附

則
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
五

十
八
条
第
二
項
、
商
標
法
第
六
十
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
五
十
八
条
第
三
項
並

八
条
第
三
項
並
び
に
商
標
法
附
則
第
十
七
条
第
一

項
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
三
条
第
三

項
（
商
標
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
並
び
に
商
標
法

第
六
十
一
条
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
附
則
第
二

十
条
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第

百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）」
と
、「
同
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項

（
同
法
第
七
十
一
条
第
三
項
、
同
法
第
百
二
十
条

の
八
第
一
項
（
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
百
七

十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第

五
十
六
条
第
一
項
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
及

び
に
商
標
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
（
商

標
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特

許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
並
び
に
商
標
法
第
六
十

一
条
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
附
則
第
二
十
条

（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
七

十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）」
と
、
特
許
法
施
行
規
則
様
式
第
二
の
備
考

び
同
法
附
則
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
意

匠
法
第
五
十
八
条
第
二
項
、
商
標
法
第
六
十
二
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
五
十
八
条

第
三
項
並
び
に
商
標
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第

一
項
（
商
標
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
並
び
に
商
標

法
第
六
十
一
条
（
同
法
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
附
則
第

二
十
条
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用

11
中「

何
県
、
何
郡
、
何
村
、
大
字
何
、
字
何
、

何
番
地
、
何
号
の
よ
う
に
詳
し
く
記
載
す
る
。」

と

あ
る
の
は「

代
理
人
に
あ
つ
て
は
、
何
県
、何
郡
、

何
村
、
大
字
何
、
字
何
、
何
番
地
、
何
号
の
よ
う

に
詳
し
く
記
載
し
、
請
求
人
に
あ
つ
て
は
な
る
べ

く
何
県
、
何
郡
、
何
村
、
大
字
何
、
字
何
、
何
番

地
、
何
号
の
よ
う
に
記
載
す
る
。」

と
、
特
許
法
施

行
規
則
様
式
第
三
の
備
考
７
中「

何
県
、
何
郡
、

何
村
、
大
字
何
、
字
何
、
何
番
地
、
何
号
の
よ
う

に
詳
し
く
記
載
す
る
。」

と
あ
る
の
は「

代
理
人
に

あ
つ
て
は
、
何
県
、
何
郡
、
何
村
、
大
字
何
、
字

何
、
何
番
地
、
何
号
の
よ
う
に
詳
し
く
記
載
し
、

請
求
人
に
あ
つ
て
は
な
る
べ
く
何
県
、
何
郡
、
何

村
、
大
字
何
、
字
何
、
何
番
地
、
何
号
の
よ
う
に

記
載
す
る
。」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）」
と
、
特
許
法
施
行
規
則
様
式
第
二
の

備
考
11
中「

何
県
、
何
郡
、
何
村
、
大
字
何
、
字

何
、何
番
地
、何
号
の
よ
う
に
詳
し
く
記
載
す
る
。」

と
あ
る
の
は「

代
理
人
に
あ
つ
て
は
、
何
県
、
何

郡
、
何
村
、
大
字
何
、
字
何
、
何
番
地
、
何
号
の

よ
う
に
詳
し
く
記
載
し
、
請
求
人
に
あ
つ
て
は
な

る
べ
く
何
県
、
何
郡
、
何
村
、
大
字
何
、
字
何
、

何
番
地
、
何
号
の
よ
う
に
記
載
す
る
。」

と
、
特
許

法
施
行
規
則
様
式
第
三
の
備
考
７
中「

何
県
、
何

郡
、
何
村
、
大
字
何
、
字
何
、
何
番
地
、
何
号
の

よ
う
に
詳
し
く
記
載
す
る
。」

と
あ
る
の
は「

代
理

人
に
あ
つ
て
は
、
何
県
、
何
郡
、
何
村
、大
字
何
、

字
何
、
何
番
地
、何
号
の
よ
う
に
詳
し
く
記
載
し
、

請
求
人
に
あ
つ
て
は
な
る
べ
く
何
県
、
何
郡
、
何

村
、
大
字
何
、
字
何
、
何
番
地
、
何
号
の
よ
う
に

記
載
す
る
。」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
〜
９

﹇
略
﹈

２
〜
９

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
手
数
料
の
一
部
返
還
）

（
手
数
料
の
一
部
返
還
）

第
三
十
六
条
の
二

条
約
第
十
二
条

に
規
定
す
る

国
際
出
願
の
調
査
用
写
し
（
以
下「
調
査
用
写
し
」

と
い
う
。）が
国
際
調
査
機
関
に
送
付
さ
れ
る
前
に

第
三
十
六
条
の
二

条
約
第
十
二
条

に
規
定
す
る

国
際
出
願
の
調
査
用
写
し
（
以
下「
調
査
用
写
し
」

と
い
う
。）が
国
際
調
査
機
関
に
送
付
さ
れ
る
前
に
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